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を
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す
る
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の
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の
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行
期
日
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め
る
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福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
五
年
福
井
県
条
例
第
四
十
二
号
）
附
則
第
一
項
第
二
号
に
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げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
六
年
三
月
十
六
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
福
井
県
自
動
車
駐
車
場
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　
令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

福
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則
第
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県
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車
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車
場
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す
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行
期
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福
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県
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車
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車
場
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置
お
よ
び
管
理
に
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条
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一
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正
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（
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井
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）
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行
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は
、
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六
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る
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福
井
県
告
示
第
９
０
号

　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
６
２
年
法
律
第
３
０
号
）
第
４
８
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す

る
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
五
岳
園

２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
鯖
江
市
漆
原
町
２
０
号
８
番
地

３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
社
会
福
祉
法
人
日
野
会

４
　
登
録
年
月
日

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日

５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
介
護
老
人
福
祉
施
設

６
　
実
施
す
る
行
為

　
　
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
胃
ろ
う
ま
た
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養

７
　
登
録
番
号

　
　
１
８
１
１
１
０
３
４
３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
９
１
号

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２

３
号
）
第
６
４
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
６
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治 告

　
　
　
　
　
示
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福
井
県
告
示
第
９
２
号

　
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
、
財
政
安
定
化
基
金
及
び
標

準
保
険
料
率
に
関
す
る
省
令
（
平
成
２
９
年
厚
生
労
働
省
令
第
１
１
１
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）

第
１
０
条
、
第
１
６
条
お
よ
び
第
２
５
条
な
ら
び
に
福
井
県
国
民
健
康
保
険
条
例
（
平
成
２
９
年
福
井
県

条
例
第
３
０
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
、
第
１
２
条
、
第
１
４
条
、
第
１
５
条
、
第
１

７
条
、
第
１
８
条
お
よ
び
第
２
０
条
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
数
を
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
６
年
４

月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
な
お
、
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
及
び
標
準
保
険
料
率

に
関
す
る
省
令
第
１
０
条
等
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
数
（
令
和
５
年
福
井
県
告
示
第
８
１
号
）
は
、

令
和
６
年
３
月
３
１
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
省
令
第
１
０
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
定
め
る
一
般
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

　
　
０
．
９
７
８
０
０
４
２
１
１
８
１
９
４

２
　
省
令
第
１
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
定
め
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
基
礎
額
調
整
係

　
数

　
　
０
．
９
９
９
９
９
９
９
９
８
１
８
４

３
　
省
令
第
２
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
定
め
る
介
護
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

　
　
０
．
９
９
９
９
９
９
９
９
２
６
５
１
１

４
　
条
例
第
１
０
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
定
め
る
医
療
費
指
数
反
映
係
数

　
　
１

５
　
条
例
第
１
２
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
定
め
る
一
般
納
付
金
所
得
係
数

　
　
１
．
０
０
２
４
２
２
１
１
８
９
２
２
７

６
　
条
例
第
１
４
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
定
め
る
一
般
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数

　
　
０
．
７

７
　
条
例
第
１
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
定
め
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
係
数

　
　
１
．
０
０
４
２
０
８
５
５
５
０
１
１
７

８
　
条
例
第
１
７
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
定
め
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
被
保
険
者
均
等

薬
局担
当
す
る

自
立
支
援
医
療

の
種
類

精
神
通
院

医
療

薬
局
所
在
地

有
限
会
社
山
下
薬
局

小
浜
市
駅
前
町
6番
27号

小
浜
市
駅
前
町
6番
27号

小
浜
市
小
浜
竜
田
24

変
更
内
容

名
称

所
在
地

新
旧
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割
指
数

　
　
０
．
７

９
　
条
例
第
１
８
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
定
め
る
介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数

　
　
１
．
０
５
９
２
４
４
０
９
５
７
０
３
１

１
０
　
条
例
第
２
０
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
定
め
る
介
護
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数

　
　
　
０
．
７

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
９
３
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
２

月
２
６
日
付
け
で
九
頭
竜
川
鳴
鹿
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
９
４
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
７
２
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改
良
区

の
合
併
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
合
併
後
存
続
し
、
お
よ
び
定
款
を
変
更
す
る
土
地
改
良
区
の
名
称

　
　
九
頭
竜
川
鳴
鹿
土
地
改
良
区

２
　
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
土
地
改
良
区
の
名
称

　
　
高
椋
用
水
土
地
改
良
区

３
　
合
併
日

　
　
令
和
６
年
３
月
３
１
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
９
５
号

　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　
福
井
市
神
当
部
町
１
３
字
向
山
口
７
、
味
見
河
内
町
５
字
大
原
６
４
、
６
５
、
６
７

２
　
指
定
の
目
的

　
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

３
　
指
定
施
業
要
件

⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

イ
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市
町

　
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

ウ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
お
よ
び
樹
種

　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
９
６
号

　
一
般
県
道
敦
賀
駅
東
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
の
竣
工
に
伴
い
、
道
路
の
供
用
を
開

始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
敦
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
６
年
３
月

１
２
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
９
７
号

　
一
般
県
道
徳
光
福
井
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
の
竣
工
に
伴
い
、
道
路
の
供
用
を
開

始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
６
年
３
月

１
２
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

道路種類

路線名
供
用
開
始
の
区
間

供
用
開
始
の
期
日

敦賀駅東線

一般県道

敦
賀
市
津
内
１
０
９
号
南
国

広
１
番
６
か
ら

敦
賀
市
若
泉
町
９
４
番
ま
で

令
和
６
年

３
月
１
６
日
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福
井
県
告
示
第
９
８
号

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
６
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
６
２
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
施
行
者
の
名
称

　
　
越
前
市

２
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
　
丹
南
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　
　
越
前
市
公
共
下
水
道

３
　
事
業
施
行
期
間
　
　

　
　
昭
和
４
５
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
事
業
地

　
⑴
　
収
用
の
部
分

　
　
　
変
更
な
し

　
⑵
　
使
用
の
部
分

　
　
　
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
９
９
号

　
都
市
公
園
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
都
市
公
園
法
（
昭
和
３
１
年
法
律
第
７
９
号
）
第
２
条
の
２
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
都
市
公
園
の
名
称

　
　
福
井
城
址
公
園

２
　
都
市
公
園
の
位
置

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
８
０
２
番

道路種類

路線名
供
用
開
始
の
区
間

供
用
開
始
の
期
日

徳光福井線

一般県道

福
井
市
徳
光
町
３
１
字
摺
鉢

２
５
番
３
か
ら

福
井
市
上
河
北
町
３
０
字
小

深
田
８
番
５
ま
で

令
和
６
年

３
月
１
５
日

３
　
都
市
公
園
の
位
置

⑴
　
概
要

　
　
既
開
設
区
域
４
．
６
haに

今
回
０
．
２
５
haを

加
え
る
。

⑵
　
図
面

　
　
省
略
し
、
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
そ
の
関
係
図
面
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

４
　
供
用
開
始
の
期
日

　
　
令
和
６
年
３
月
１
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
０
０
号

　
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
９
年
法
律
第
１
１

２
号
）
第
４
０
条
の
規
定
に
よ
り
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
４
１

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
平
田
不
動
産

　
　
小
浜
市
四
谷
町
９
番
１
８
号

２
　
支
援
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

　
　
小
浜
市
四
谷
町
９
番
１
８
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
０
１
号

　
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
９
年
法
律
第
１
１

２
号
）
第
４
０
条
の
規
定
に
よ
り
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
４
１

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
オ
ア
シ
ス

　
　
小
浜
市
雲
浜
１
丁
目
８
番
８
号

２
　
支
援
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

　
　
小
浜
市
雲
浜
１
丁
目
８
番
８
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
０
２
号

　
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
）
第
４
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
置

を
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
５
年
建
設
省
令
第
４
０
号
）
第
１
０
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
長
　
小
林
　
弥
生

１
　
申
請
者
の
住
所
な
ら
び
に
名
称
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名

　
　
越
前
市
高
瀬
１
丁
目
３
２
番
２
０
号

　
　
株
式
会
社
住
み
か
え
情
報
館

　
　
代
表
取
締
役
　
林
　
洋
三

２
　
道
路
位
置
の
指
定
表
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
０
３
号

　
物
品
の
製
造
ま
た
は
購
入
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
物
品
の
製
造
ま
た
は
購
入
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
物
品
の
製
造
ま
た
は
購
入
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
（
昭
和
４
２
年
福
井
県
告
示
第
２

７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
５
条
中
「
競
争
入
札
資
格
審
査
通
知
書
」
を
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
通
知
書
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
３
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

道
路
の
指
定
を
受
け
た
位
置

幅
　
員

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）

６
．０
０

４
４
．０
０

延
　
長

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）

小
浜
市
生
守
１
０
号
上
羽
座

６
０
番
４
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
す
る
の

で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２

号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
事
項

⑴
　
業
務
名

　
　
首
都
圏
北
部
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
巡
回
キ
ャ
ラ
バ
ン
業
務

⑵
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日
ま
で

⑶
　
業
務
内
容

ア
　
観
光
物
産
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

イ
　
地
域
イ
ベ
ン
ト
等
へ
の
出
展

ウ
　
Ｐ
Ｒ
活
動

⑷
　
履
行
場
所

　
　
首
都
圏
北
部
５
県
（
埼
玉
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
長
野
県
）

２
　
企
画
提
案
書
を
提
出
で
き
る
者
の
要
件

　
次
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
第
１
４
６
条
に
規
定
す
る
競
争
入
札

　
参
加
資
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　
た
だ
し
、
後
段
３
⑶
に
定
め
る
応
募
登
録
票
提
出
時
に
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
し
て
い
な
い
場

合
に
お
い
て
も
、
本
県
に
対
し
て
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
５
お
よ
び
福
井
県
財
務
規
則

第
１
４
６
条
に
規
定
す
る
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
に
関
す
る
申
請
を
提
出
済
み
で
あ
れ
ば
、
当
該

項
目
に
つ
い
て
参
加
資
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
、
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

の
結
果
、
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
時
点
に
お
い
て
本
件
に
関
す
る
参
加
資
格
を
喪
失
す
る
も
の

と
す
る
。

※
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
様
式
は
、
福
井
県
会
計
局
会
計
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

　
（
http://w

w
w
.pref.fukui.lg.jp/doc/kaikei/sinsei.htm

l）
⑵
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。

⑶
　
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
会

社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
ま
た
は
破

産
法
（
平
成
１
６
年
法
律
第
７
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る

者
で
な
い
こ
と
。

⑷
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）
第
２
条

第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
ま
た
は
そ
の
利
益
と
な
る
活
動
を
行
う
者
で
な
い
こ
と
。

⑸
　
国
税
ま
た
は
地
方
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
手
続
等

⑴
　
業
務
担
当
課

〒
１
０
２
－
０
０
９
３
　
東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
２
－
６
－
３
　
都
道
府
県
会
館
１
０
階

福
井
県
東
京
事
務
所
　
担
当
　
山
田

電
話
　
　
０
３
－
５
２
１
２
－
９
０
７
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
３
－
５
２
１
２
－
９
０
７
６

E-m
ail　

tokyo@
pref.fukui.lg.jp

⑵
　
説
明
会
の
実
施
の
有
無

　
説
明
会
は
実
施
し
な
い
が
、
業
務
内
容
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
東
京
事
務
所
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
http://w

w
w
.pref.fukui.lg.jp/doc/tokyo/index.htm

l）
⑶
　
応
募
登
録
票
の
提
出
期
限
、
場
所
お
よ
び
方
法

　
企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
知
事
に
申
請
し
、
受
審
資
格
の
認
定
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
　
提
出
書
類

　
応
募
登
録
票
（
様
式
１
）
に
次
の
書
類
を
添
付
し
、
提
出
す
る
こ
と
。

・
競
争
入
札
参
加
資
格
通
知
書
の
写
し

競
争
入
札
参
加
資
格
を
得
て
い
な
い
場
合
は
「
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
の

写
し
を
添
付
し
、
資
格
を
得
た
時
点
で
速
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
。

②
　
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
３
月
２
２
日
（
金
）
１
７
時
４
５
分

③
　
受
付
時
間

　
令
和
６
年
３
月
１
２
日
（
火
）
か
ら
同
年
３
月
２
２
日
（
金
）
の
９
時
０
０
分
か
ら
１
７
時
４

５
分
ま
で

公
　
　
　
　
　
告

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
令
和
６
年
３
月
１
８
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
前
の
物
品
の
製
造
ま
た
は
購
入
契
約
に
係
る
竸
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
定
め
る
様
式
に
よ

　
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
７

８
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

④
　
提
出
方
法

　
　
上
記
⑴
ま
で
郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル
す
る
こ
と
（
提
出
期
限
ま
で
の
到
達
が
必
須
）
。

⑤
　
受
審
資
格
認
定
結
果
の
通
知

　
受
審
資
格
の
認
定
は
令
和
６
年
３
月
２
７
日
（
水
）
ま
で
に
行
い
、
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通

知
す
る
。

⑷
　
企
画
提
案
書
の
提
出
期
限
、
場
所
お
よ
び
方
法

①
　
提
出
書
類

・
様
式
２
　
１
部

・
企
画
提
案
書
　
１
０
部

※
企
画
提
案
書
は
Ａ
４
ヨ
コ
、
上
部
２
か
所
ホ
チ
キ
ス
止
め
、
片
面
印
刷
、
背
表
紙
等
不
要

※
業
務
内
容
に
関
す
る
具
体
的
な
企
画
案
、
活
動
成
果
（
目
標
）
、
実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
業
務

実
施
体
制
、
企
画
提
案
者
の
概
要
、
実
績
、
参
考
見
積
、
再
委
託
の
有
無
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ

と
。

②
　
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
４
月
２
２
日
（
月
）
１
２
時
０
０
分

③
　
受
付
時
間

　
令
和
６
年
３
月
１
２
日
（
火
）
か
ら
同
年
４
月
２
２
日
（
月
）
の
９
時
０
０
分
か
ら
１
７
時
４

５
分
ま
で

　
（
※
４
月
２
２
日
（
月
）
は
１
２
時
０
０
分
ま
で
）

　
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
７

８
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

④
　
提
出
方
法

　
上
記
⑴
ま
で
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
提
出
期
限
ま
で
に
企

画
提
案
書
の
到
達
が
必
須
）
な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
な
い
。

⑸
　
質
問

　
本
企
画
競
争
お
よ
び
説
明
書
に
関
し
質
問
が
あ
る
場
合
に
は
、
質
問
票
（
様
式
３
）
に
記
載
の
上

、
上
記
⑴
ま
で
メ
ー
ル
も
し
く
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
送
付
す
る
こ
と
。

①
　
受
付
期
間

　
令
和
６
年
３
月
１
２
日
（
火
）
か
ら
同
年
４
月
１
５
日
（
月
）
ま
で

　
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
７

８
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

②
　
質
問
に
関
す
る
回
答

　
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
メ
ー
ル
も
し
く
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
行
う
。

４
　
審
査
方
法

　
次
の
手
順
に
よ
る
。

⑴
　
提
出
さ
れ
た
企
画
内
容
に
つ
い
て
、
企
画
提
案
者
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
。

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
令
和
６
年
４
月
下
旬
に
東
京
事
務
所
に
て
実
施
予
定
で
あ
り
、
日
程
は
別

途
通
知
す
る
。

⑵
　
県
は
企
画
提
案
書
お
よ
び
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
を
審
査
し
た
上
で
契
約
予
定
者
を
決
定

す
る
。
評
価
基
準
の
配
点
等
の
質
問
は
、
一
切
受
け
付
け
な
い
。

⑶
　
審
査
結
果
は
、
採
用
・
不
採
用
い
ず
れ
の
場
合
も
書
面
に
て
提
案
者
に
通
知
す
る
。

５
　
企
画
提
案
書
等
の
情
報
公
開

　
企
画
提
案
者
の
名
称
、
審
査
結
果
概
要
等
の
情
報
公
開
を
行
う
場
合
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
県
民
等

か
ら
の
情
報
公
開
の
請
求
に
応
じ
て
、
企
画
提
案
書
そ
の
他
の
関
係
資
料
の
情
報
公
開
を
行
う
場
合
が

あ
る
こ
と
を
了
知
の
上
で
応
募
す
る
こ
と
。

６
　
そ
の
他
の
留
意
事
項

⑴
　
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通
貨
は
、
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

⑵
　
提
出
期
限
ま
で
に
企
画
提
案
書
が
到
達
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
い
か
な
る
理
由
を
も
っ
て
も
企
画

　
競
争
に
参
加
で
き
な
い
。

⑶
　
企
画
提
案
書
の
差
し
替
え
お
よ
び
再
提
出
は
、
原
則
認
め
な
い
。

⑷
　
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
が
あ
る

　
。
⑸
　
企
画
提
案
書
の
作
成
お
よ
び
提
出
に
か
か
る
経
費
は
提
案
者
の
負
担
と
す
る
。

⑹
　
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
必
要
な
打
ち
合
わ
せ
に
か
か
る
経
費
や
郵
送
費
、
報
告
書
の
作
成
等
に

　
か
か
る
経
費
等
は
契
約
金
額
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
し
、
参
考
見
積
に
は
そ
れ
ら
の
経
費
を
盛
り
込
ん

　
で
提
案
す
る
こ
と
。

⑺
　
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
は
、
当
該
企
画
提
案
者
に
無
断
で
２
次
的
な
使
用
は
行
わ
な
い
。

⑻
　
適
当
な
企
画
提
案
書
が
な
い
場
合
は
、
中
止
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
あ
る
。

⑼
　
事
業
実
施
者
が
特
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
業
務
担
当
課
職
員
と
十
分
協
議
を
行
い
な
が
ら
事
業
を

　
進
め
る
こ
と
。

⑽
　
制
作
物
等
の
所
有
権
、
著
作
権
等
の
全
て
の
権
利
は
、
県
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。

⑾
　
企
画
提
案
書
に
虚
偽
の
記
載
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
企
画
提
案
書
を
無
効
に
す
る
と
と
も
に
、

　
記
載
を
行
っ
た
企
画
提
案
者
に
対
し
て
指
名
停
止
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

⑿
　
企
画
提
案
書
が
特
定
さ
れ
た
も
の
は
、
企
画
競
争
実
施
の
結
果
、
最
適
な
も
の
と
し
て
特
定
し
た

　
も
の
で
あ
る
が
、
会
計
法
令
に
基
づ
く
契
約
手
続
の
完
了
ま
で
は
、
県
と
の
契
約
関
係
を
生
じ
る
も

　
の
で
は
な
い
。

７
　
Sum
m
ary

⑴
　
Subject

　
　
Fukui caravan activity targeting the northern m

etropolitan area
⑵
　
D
eadline for the subm

ission of proposals
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⑶
　
Contact point for the notice

　
　
T
okyo offi

ce Fukui prefectural governm
ent 10F prefectural assem

bly hall 2-6-3 　
　
H
irakaw

a-cho Chiyoda-ku T
okyo, Japan 102-009

　
　
T
el +81 3 5212 9074

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
４
１
年
法
律
第
１
１
５
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
度

製
菓
衛
生
師
試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
福
井
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
４
２
年
福
井
県
規
則
第

５
３
号
）
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
  杉
本
　
達
治

１
　
受
験
資
格

　
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

⑴
　
中
学
校
卒
業
以
上
で
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
に
お
い
て
１
年
以
上

　
製
菓
衛
生
師
と
し
て
必
要
な
知
識
お
よ
び
技
能
を
修
得
し
た
者

⑵
　
中
学
校
卒
業
以
上
で
、
２
年
以
上
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
た
者

【
受
験
資
格
の
特
例
】

　
製
菓
衛
生
師
法
施
行
（
昭
和
４
１
年
１
２
月
２
６
日
）
の
際
、
現
に
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
て
い

た
者
（
中
学
校
卒
業
者
を
除
く
。
）
で
、
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
て
い
た
期
間
が
、
製
菓
衛
生
師
法

施
行
の
日
に
お
い
て
３
年
を
超
え
て
い
る
も
の
ま
た
は
同
法
施
行
の
日
後
３
年
を
超
え
る
に
至
っ
た

も
の

２
　
試
験
の
期
日
等

　
令
和
６
年
６
月
３
０
日
（
日
）

　
１
３
時
か
ら
１
５
時
ま
で

３
　
試
験
の
場
所

　
越
前
市
瓜
生
町
５
－
１
－
１

　
サ
ン
ド
ー
ム
福
井

４
　
試
験
科
目

⑴
　
衛
生
法
規

⑵
　
公
衆
衛
生
学

⑶
　
栄
養
学

⑷
　
食
品
学

⑸
　
食
品
衛
生
学

⑹
　
製
菓
理
論
お
よ
び
実
技
に
関
す
る
筆
記
試
験

　
た
だ
し
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
４
４
年
労
働
省
令
第
２
４
号
）
別
表
に
掲
げ

る
検
定
職
種
の
う
ち
、
菓
子
製
造
に
係
る
１
級
ま
た
は
２
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
は
、
試
験

科
目
の
う
ち
製
菓
理
論
お
よ
び
実
技
の
受
験
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
願
書
配
布

⑴
　
配
布
期
間

令
和
６
年
３
月
１
２
日
（
火
）
か
ら
同
年
４
月
２
６
日
（
金
）
ま
で

（
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
１
５
分
ま
で
。
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
）

⑵
　
配
布
場
所

　
福
井
市
保
健
所
、
県
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局

　
医
薬
食
品
・
衛
生
課

　
な
お
、
受
験
願
書
等
の
様
式
は
、
福
井
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
。

６
　
受
験
手
続

⑴
　
受
付
期
間

　
令
和
６
年
４
月
１
５
日
（
月
）
か
ら
同
年
４
月
２
６
日
（
金
）
ま
で

　
（
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
１
５
分
ま
で
。
土
曜
日
、
日
曜
日
を
除
く
。
）

　
郵
送
に
よ
る
申
込
み
の
場
合
、
令
和
６
年
４
月
２
６
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り

受
け
付
け
る
。

⑵
　
提
出
先

　
県
内
在
住
者
は
、
当
該
住
所
地
を
管
轄
す
る
県
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
福
井
市
保
健
所
、
県

外
在
住
者
は
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
に
提
出
す
る
。

管
轄
市
町
等

福
井
市

永
平
寺
町

あ
わ
ら
市
、坂
井
市

大
野
市
、勝
山
市

鯖
江
市
、越
前
市
、池
田
町
、

南
越
前
町
、越
前
町

敦
賀
市
、美
浜
町
、

若
狭
町（
旧
三
方
町
）

小
浜
市
、高
浜
町
、お
お
い
町
、

若
狭
町（
旧
上
中
町
）

県
外
在
住
者

福
井
市
保
健
所
　
生
活
衛
生
課

〒
918-8004  福

井
市
西
木
田
2丁
目
8-8

福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
環
境
衛
生
課

〒
918-8540　

福
井
市
西
木
田
2丁
目
8-8

坂
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
環
境
衛
生
課

〒
919-0632　

あ
わ
ら
市
春
宮
2丁
目
21-17

奥
越
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
環
境
衛
生
課

〒
912-0084　

大
野
市
天
神
町
1-1

丹
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
生
活
衛
生
課

〒
916-0022　

鯖
江
市
水
落
町
1丁
目
2-25

二
州
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
生
活
衛
生
課

〒
914-0057　

敦
賀
市
開
町
6-5

若
狭
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
環
境
衛
生
課

〒
917-0073　

小
浜
市
四
谷
町
3-10

福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局

医
薬
食
品
・
衛
生
課
　
食
品
安
全
グ
ル
ー
プ

〒
910-8580　

福
井
市
大
手
3丁
目
17-1

0776-33-5183

0776-36-1119

0776-73-0600

0779-66-2076

0778-51-0034

0770-22-3747

0770-52-1300

0776-20-0354

所
在
地

電
話
番
号
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⑶
　
提
出
書
類

ア
  製
菓
衛
生
師
試
験
受
験
願
書
（
以
下
「
受
験
願
書
」
と
い
う
。
）

イ
  製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
の
卒
業
証
明
書
ま
た
は
２
年
以
上
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
類

ウ
　
履
歴
書

エ
　
写
真
（
出
願
前
６
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
４
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

オ
　
菓
子
製
造
技
能
士
１
級
ま
た
は
２
級
の
資
格
を
有
す
る
者
は
、
受
験
願
書
提
出
の
際
、
受
付
に

菓
子
製
造
の
技
能
検
定
１
級
ま
た
は
２
級
の
合
格
証
書
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
　
受
験
手
数
料
お
よ
び
納
付
方
法

⑴
　
受
験
手
数
料

　
　
９
，
４
０
０
円

⑵
　
納
付
方
法

　
　
福
井
県
収
入
証
紙
ま
た
は
手
数
料
納
付
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
納
付

８
　
合
格
発
表

⑴
　
発
表
日
時

　
　
令
和
６
年
７
月
３
０
日
（
火
）
１
０
時
０
０
分

⑵
　
発
表
方
法

ア
　
県
庁
１
階
掲
示
板
、
県
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
（
令
和

６
年
８
月
３
０
日
（
金
）
１
７
時
１
５
分
ま
で
）

イ
　
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲

載
（
令
和
６
年
８
月
３
０
日
（
金
）
１
７
時
１
５
分
ま
で
）

ウ
　
福
井
県
報
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
登
載

エ
　
合
格
者
に
は
合
格
し
た
旨
を
通
知

９
　
試
験
結
果
の
取
扱
い

　
受
験
者
本
人
よ
り
、
試
験
結
果
に
つ
い
て
提
供
を
求
め
ら
れ
た
際
は
、
口
頭
に
よ
り
受
験
者
本
人
の

総
得
点
の
み
情
報
を
提
供
す
る
。

⑴
　
提
供
期
間

　
令
和
６
年
７
月
３
０
日
（
火
）
か
ら
同
年
８
月
３
０
日
（
金
）
ま
で

　
（
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
１
５
分
ま
で
（
初
日
は
１
０
時
０
０
分
か
ら
）
。
土
曜
日
、
日
曜
日

、
祝
日
を
除
く
。
）

⑵
　
提
供
場
所

　
　
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課

⑶
　
提
供
時
に
必
要
な
書
類

　
　
受
験
票
お
よ
び
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
福
井
羽
水
店
 

　
　
福
井
県
福
井
市
板
垣
五
丁
目
１
５
０
１
番
　
外
１
０
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役
　
横
山
　
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
１
０
番
１
号

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
令
和
６
年
１
０
月
１
６
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
１
，
３
３
７
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
４
４
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
９
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
４
０
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
１
１
．
２
㎥

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
９
時
４
５
分

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
２
箇
所
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１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
６
年
２
月
１
５
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
１
丁
目
４
－
１

　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鯖
江
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
２
月
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
笠
嶋
　
文
夫
　
鯖
江
市
舟
枝
町
6-20

〃
　
　
橋
本
　
良
範
　
鯖
江
市
橋
立
町
4-76

〃
　
　
石
黒
　
利
美
　
鯖
江
市
川
島
町
17-21-11

〃
　
　
斉
藤
　
英
人
　
鯖
江
市
川
島
町
26-76

〃
　
　
水
嶋
　
和
夫
　
鯖
江
市
戸
口
町
20-29

〃
　
　
山
岸
　
長
穣
　
鯖
江
市
乙
坂
今
北
町
6-5-1

〃
　
　
岸
下
　
幸
夫
　
鯖
江
市
吉
谷
町
46-11

〃
　
　
堀
　
　
照
行
　
鯖
江
市
松
成
町
5-81

〃
　
　
蓑
輪
　
隆
治
　
鯖
江
市
落
井
町
40-5

〃
　
　
堀
井
　
和
夫
　
鯖
江
市
上
戸
口
町
84-50

〃
　
　
中
村
　
嘉
美
　
鯖
江
市
中
戸
口
町
18-19

〃
　
　
荻
原
　
三
郎
　
鯖
江
市
磯
部
町
2-19-1

〃
　
　
齋
藤
　
一
己
　
鯖
江
市
中
野
町
10-32

〃
　
　
齋
藤
　
秀
夫
　
鯖
江
市
中
野
町
17-5

〃
　
　
吉
田
　
　
誠
　
鯖
江
市
中
野
町
21-8

〃
　
　
山
田
　
昌
徳
　
鯖
江
市
中
野
町
37-35

〃
　
　
辻
本
　
　
正
　
鯖
江
市
中
野
町
58-38-1

〃
　
　
渡
辺
　
義
憲
　
鯖
江
市
中
野
町
110-5

〃
　
　
堀
　
　
克
行
　
鯖
江
市
中
野
町
177-33

〃
　
　
飯
田
　
清
夫
　
鯖
江
市
中
野
町
210-7

監
　
事
　
大
谷
　
修
一
　
鯖
江
市
橋
立
町
4-73

〃
　
　
酒
井
　
一
榮
　
鯖
江
市
川
島
町
32-32

〃
　
　
辻
岡
　
政
幸
　
鯖
江
市
乙
坂
今
北
町
2-31

〃
　
　
青
木
　
克
己
　
鯖
江
市
中
戸
口
町
15-3

〃
　
　
宇
野
　
英
明
　
鯖
江
市
中
野
町
46-16

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鯖
江
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
２
月
３
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
笠
嶋
　
文
夫
　
鯖
江
市
舟
枝
町
6-20

〃
　
　
橋
本
　
良
範
　
鯖
江
市
橋
立
町
4-76

〃
　
　
酒
井
　
俊
一
　
鯖
江
市
川
島
町
26-110

〃
　
　
石
黒
　
　
新
　
鯖
江
市
川
島
町
31-14

〃
　
　
定
政
　
秀
伸
　
鯖
江
市
戸
口
町
28-14-1

〃
　
　
今
宮
　
義
治
　
鯖
江
市
乙
坂
今
北
町
11-5-1

〃
　
　
岸
下
　
幸
夫
　
鯖
江
市
吉
谷
町
46-11

〃
　
　
堀
　
　
照
行
　
鯖
江
市
松
成
町
5-81

〃
　
　
蓑
輪
　
隆
治
　
鯖
江
市
落
井
町
40-5

〃
　
　
室
賀
　
典
夫
　
鯖
江
市
上
戸
口
町
27-10

〃
　
　
植
村
　
弘
幸
　
鯖
江
市
中
戸
口
町
19-9

〃
　
　
荻
原
　
三
郎
　
鯖
江
市
磯
部
町
2-19-1

〃
　
　
齋
藤
　
一
己
　
鯖
江
市
中
野
町
10-32

〃
　
　
齋
藤
　
秀
夫
　
鯖
江
市
中
野
町
17-5

〃
　
　
吉
田
　
　
誠
　
鯖
江
市
中
野
町
21-8

〃
　
　
山
田
　
昌
徳
　
鯖
江
市
中
野
町
37-35
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〃
　
　
辻
本
　
和
憲
　
鯖
江
市
中
野
町
202-4-1

〃
　
　
渡
辺
　
義
憲
　
鯖
江
市
中
野
町
110-5

〃
　
　
堀
　
　
克
行
　
鯖
江
市
中
野
町
177-33

〃
　
　
飯
田
　
清
夫
　
鯖
江
市
中
野
町
210-7

監
　
事
　
瀬
戸
川
信
之
　
鯖
江
市
舟
枝
町
4-11

〃
　
　
斉
藤
　
秀
僚
　
鯖
江
市
川
島
町
34-14-1

〃
　
　
橋
本
　
正
樹
　
鯖
江
市
落
井
町
28-35

〃
　
　
山
崎
　
忠
夫
　
鯖
江
市
磯
部
町
2-35-2

〃
　
　
宇
野
　
英
明
　
鯖
江
市
中
野
町
46-16

〃
　
　
高
野
　
　
章
　
鯖
江
市
中
野
町
13-12

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
福
井
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
４
４
年
福
井
県
規
則
第
４
３
号
）
第

３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
公
聴
会
に
係
る
都
市
計
画
の
種
類

　
以
下
の
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
お
よ
び
保
全
の
方
針
改
定
（
案
）
（
以
下
「
都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
改
定
（
案
）
」
と
い
う
。
）

　
　
①
　
福
井
都
市
計
画
区
域

　
　
②
　
嶺
北
北
部
都
市
計
画
区
域

　
　
③
　
丹
南
都
市
計
画
区
域

　
　
④
　
織
田
都
市
計
画
区
域

　
　
⑤
　
大
野
都
市
計
画
区
域

　
　
⑥
　
勝
山
都
市
計
画
区
域

　
　
⑦
　
敦
賀
都
市
計
画
区
域

　
　
⑧
　
小
浜
上
中
都
市
計
画
区
域

　
　
⑨
　
美
浜
都
市
計
画
区
域

　
　
⑩
　
高
浜
都
市
計
画
区
域

　
　
⑪
　
三
方
都
市
計
画
区
域

２
　
期
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

３
　
公
述
の
申
出
の
方
法

　
　
公
述
の
内
容
は
、
当
該
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
改
定
（
案
）
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。

　
ま
た
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
当
該
都
市
計
画
区
域
に
居
住
す
る

（
利
害
関
係
を
有
す
る
。
）
者
と
し
、
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
公
述
申
出
書
（
別
記
様
式

）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
提
出
先

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

⑵
　
提
出
期
限

・
嶺
北
地
域
の
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
改
定
（
案
）

　
令
和
６
年
３
月
２
６
日
（
火
）
ま
で

　
（
午
後
５
時
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
）

・
嶺
南
地
域
の
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
改
定
（
案
）

　
令
和
６
年
３
月
２
７
日
（
水
）
ま
で

　
（
午
後
５
時
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
）

　
な
お
、
同
種
の
趣
旨
の
意
見
が
多
数
あ
る
場
合
は
、
公
述
人
の
数
お
よ
び
公
述
の
時
間
を
制
限
す

る
こ
と
が
あ
る
。

　
ま
た
、
公
述
の
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。

４
　
事
案
の
概
要

　
「
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
は
、
都
市
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
の
変
化
、
都
市
の
課
題
等

を
ふ
ま
え
、
概
ね
２
０
年
後
に
お
け
る
都
市
の
将
来
像
の
実
現
に
向
け
て
、
広
域
的
・
根
幹
的
な
都
市

計
画
の
基
本
的
な
方
向
性
を
示
す
計
画
で
あ
る
。

嶺北地域嶺南地域

嶺
北
北
部

福
井
大
野
勝
山
丹
南
織
田
美
浜
敦
賀
小
浜
上
中

高
浜
三
方

福
井
市
下
六
条
町
１
４
－
１

福
井
県
生
活
学
習
館（
映
像
ホ
ー
ル
）

勝
山
市
元
町
１
丁
目
５
番
６
号

勝
山
市
教
育
会
館（
第
３
研
修
室
）

越
前
市
府
中
１
丁
目
１
３
－
７

越
前
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー（
eホ
ー
ル
）

敦
賀
市
新
松
島
町
２
２
番
４
８
号

松
原
公
民
館（
ホ
ー
ル
）

小
浜
市
大
手
町
４
－
１

働
く
婦
人
の
家（
大
会
議
室
）

３
月
３
０
日

（
土
）

３
月
３
１
日

（
日
）

午
前
１
０
時
か
ら

午
前
１
１
時
か
ら

午
後
　
２
時
か
ら

午
後
　
３
時
か
ら

午
後
　
６
時
か
ら

午
後
　
７
時
か
ら

午
前
１
０
時
か
ら

午
前
１
１
時
か
ら

午
後
　
２
時
か
ら

午
後
　
３
時
か
ら

午
後
　
４
時
か
ら

都
市
計
画

区
域
名

期
　
日

場
　
　
所

時
　
間
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北
陸
新
幹
線
福
井
・
敦
賀
開
業
や
中
部
縦
貫
自
動
車
道
の
県
内
全
線
開
通
な
ど
今
後
の
社
会
情
勢
の

変
化
を
ふ
ま
え
改
定
す
る
。

５
  縦
覧
期
間

・
嶺
北
地
域
の
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
改
定
（
案
）

　
令
和
６
年
３
月
１
２
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
３
月
２
６
日
（
火
）
ま
で

・
嶺
南
地
域
の
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
改
定
（
案
）

　
令
和
６
年
３
月
１
２
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
３
月
２
７
日
（
水
）
ま
で

６
　
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

⑵
　
都
市
計
画
区
域
を
有
す
る
各
市
町
都
市
計
画
担
当
課

⑶
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

７
　
公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
９
８

　
令
和
６
年
３
月
　
日
（
　
）
に
開
催
さ
れ
る
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
　

　
　
都
市
計
画
区
域
）
改
定
（
案
）
に
関
す
る
公
聴
会
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
意
見

を
公
述
し
た
い
の
で
申
し
出
ま
す
。

令
和
６
年
３
月
　
　
日

　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
様

　
　
公
述
申
出
人

　
　
　
住
　
　
所

　
　
　
電
話
番
号

　
　
　
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　

　
意
見
の
要
旨
　
別
紙
の
と
お
り
（
注
）

　
（
注
）
意
見
の
要
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
４
０
０
字
程
度
に
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。
 

 
楷
書
で
明
瞭
に
記
し
て
く
だ
さ
い
。

公
述
申
出
書

別
記
様
式

令
和
5年

4月
1日

令
和
5年

5月
12日

令
和
5年

5月
13日

令
和
5年

7月
28日

令
和
5年

8月
31日

令
和
5年

8月
31日

令
和
5年

9月
8日

令
和
5年

10月
26日

令
和
5年

12月
20日

令
和
5年

12月
26日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
5日

令
和
6年

1月
11日

令
和
6年

1月
15日

令
和
6年

1月
16日

令
和
6年

1月
22日

令
和
6年

1月
24日

令
和
6年

1月
27日

令
和
6年

1月
27日

令
和
6年

2月
1日

令
和
6年

2月
1日

令
和
6年

2月
3日

令
和
6年

2月
5日

令
和
6年

2月
15日

令
和
6年

2月
16日

令
和
6年

2月
18日

令
和
6年

2月
19日

加
藤
伊
平
後
援
会

全
日
本
不
動
産
政
治

連
盟
福
井
県
本
部

日
本
司
法
書
士
政
治

連
盟
福
井
県
会

た
き
な
み
宏
文
清
水

地
区
後
援
会

カ
ワ
セ
一
治
後
援
会

ツ
ル
ガ
を
愛
す
る
会

電
機
連
合
福
井
政
治

活
動
委
員
会

福
井
を
元
気
に
す
る

会奈
良
俊
幸
吉
野
地
区

後
援
会

山
崎
正
昭
春
江
町
後

援
会

た
き
な
み
宏
文
一
乗
・

東
郷
地
区
後
援
会

た
き
な
み
宏
文
越
前

町
後
援
会

福
井
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
政
治
連
盟

永
平
寺
町「
え
に
し

会
」

し
ろ
の
庄
一
後
援
会

浦
谷
り
か
こ
後
援
会

ま
き
お
か
輝
雄
後
援

会福
井
県
民
主
教
育
政

治
連
盟

「
と
も
み
組
」青
年
隊

翔
山
会

り
え
ら
ん
後
援
会

河
島
浩
彦
後
援
会

久
親
会

西
畑
ち
さ
よ
後
援
会

森
か
よ
こ
後
援
会

高
井
ま
さ
は
る
後
援

会森
よ
し
は
る
後
援
会

福
井
亀
山
会

朝
陽
社

平
野
　
秀
雄

西
　
和
成

福
田
　
敏
弘

谷
口
　
新
吾

高
橋
　
匠

高
橋
　
匠

島
田
　
浩
平

黒
川
　
寿
一

近
藤
　
敏
勝

渡
辺
　
竜
彦

佐
々
木
　
教
幸

青
柳
　
良
彦

杉
田
　
剛
彦

酒
井
　
圭
治

赤
星
　
豊

浦
谷
　
隆
勢

松
木
　
憲
司

山
本
　
正
雄

稲
木
　
昭
太

西
尾
　
正
広

李
　
江
嵐

河
島
　
信
義

大
嶋
　
一
英

小
宮
　
純
子

森
　
か
よ
子

高
井
　
正
春

森
　
嘉
治

安
土
　
忠
義

森
川
　
照
男

平
野
　
秀
雄

加
藤
　
文
代

西
　
和
成

福
田
　
敏
弘

中
尾
　
亨

福
井
市
清
水
山
町
６
５
－

６
８
－
１

谷
口
　
新
吾

藤
田
　
諭

高
橋
　
匠

高
橋
　
匠

山
田
　
佐
智
生

福
井
市
開
発
１
－
１
５
０
６

－
１

越
前
市
片
屋
町
５
２
－
１
１

三
谷
　
勇
二

坂
井
市
春
江
町
江
留
上

本
町
３
－
１
２

渡
辺
　
竜
彦

福
井
市
脇
三
ケ
町
２
９
－

１
１
－
１

佐
々
木
　
教
幸

佐
々
木
　
教
幸

丹
生
郡
越
前
町
西
田
中
８

－
４
４
－
１

青
柳
　
良
彦

福
井
市
三
ツ
屋
１
－
６
１
７

杉
田
　
剛
彦

酒
井
　
圭
治

赤
星
　
豊

小
浜
市
宇
久
６
－
９

牧
岡
　
智
恵
子

山
本
　
正
雄

稲
木
　
昭
太

西
尾
　
正
広

吉
田
　
順
一

河
島
　
信
義

和
田
　
宏
一

小
宮
　
純
子

森
　
か
よ
子

森
　
か
よ
子

福
井
市
二
の
宮
２
－
６
－１
１

坂
井
市
丸
岡
町
舟
寄

１
０
－
３
－
２
６

牛
嶋
　
正
一

森
川
　
照
男

梅
木
　
隆
治

加
藤
　
智

吉
田
　
啓
司

中
川
　
國
基

前
田
　
公
孝

福
井
市
片
山
町
４
７
－１
９

松
原
　
為
治

松
原
　
為
治

山
口
　
一
郎

山
口
　
一
郎

小
林
　
一

福
井
市
成
和
１
－

１
１
２
０

越
前
市
片
屋
町
１７
－
２
６

直
江
　
直
視

坂
井
市
春
江
町
藤
鷲
塚

１
７
－
２

富
田
　
康
彦

福
井
市
中
毘
沙
門
町
８

－
２

渡
邉
　
重
紀

吉
村
　
匡
弘

丹
生
郡
越
前
町
西
田
中

１
１
－
１
７

安
井
　
賢
二

福
井
市
里
別
所
新
町

５
０
５

木
下
　
雅
俊

田
中
　
健
一

小
山
　
喜
一

小
浜
市
大
手
町
７
－
２

倉
谷
　
克
巳

山
中
　
良
晃

板
倉
　
雄
一

松
田
　
七
男

加
藤
　
晃
子

堀
口
　
克
博

中
西
　
佐
保

高
嶋
　
澄
江

朝
井
　
直
正

森
　
祥
祐
介

福
井
市
松
本
４
－１
５
－
５

坂
井
市
丸
岡
町
舟
寄

７
７
－
４

神
田
　
芳
明

杉
本
　
浩
之

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

代
表
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

異
　
動

年
月
日

政
治
団
体
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名
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異
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代
表
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氏
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異
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内
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新
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
３
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
美
浜
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
暗
渠
排
水
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
）
事
業

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
２
月
１
０
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
美
浜
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
）
事
業

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
５
年
３
月
２
４
日

令
和
5年

4月
1日

令
和
5年

5月
12日

令
和
5年

5月
13日

令
和
5年

7月
28日

令
和
5年

8月
31日

令
和
5年

8月
31日

令
和
5年

9月
8日

令
和
5年

10月
26日

令
和
5年

12月
20日

令
和
5年

12月
26日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
5日

令
和
6年

1月
11日

令
和
6年

1月
15日

令
和
6年

1月
16日

令
和
6年

1月
22日

令
和
6年

1月
24日

令
和
6年

1月
27日

令
和
6年

1月
27日

令
和
6年

2月
1日

令
和
6年

2月
1日

令
和
6年

2月
3日

令
和
6年

2月
5日

令
和
6年

2月
15日

令
和
6年

2月
16日

令
和
6年

2月
18日

令
和
6年

2月
19日

加
藤
伊
平
後
援
会

全
日
本
不
動
産
政
治

連
盟
福
井
県
本
部

日
本
司
法
書
士
政
治

連
盟
福
井
県
会

た
き
な
み
宏
文
清
水

地
区
後
援
会

カ
ワ
セ
一
治
後
援
会

ツ
ル
ガ
を
愛
す
る
会

電
機
連
合
福
井
政
治

活
動
委
員
会

福
井
を
元
気
に
す
る

会奈
良
俊
幸
吉
野
地
区

後
援
会

山
崎
正
昭
春
江
町
後

援
会

た
き
な
み
宏
文
一
乗
・

東
郷
地
区
後
援
会

た
き
な
み
宏
文
越
前

町
後
援
会

福
井
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
政
治
連
盟

永
平
寺
町「
え
に
し

会
」

し
ろ
の
庄
一
後
援
会

浦
谷
り
か
こ
後
援
会

ま
き
お
か
輝
雄
後
援

会福
井
県
民
主
教
育
政

治
連
盟

「
と
も
み
組
」青
年
隊

翔
山
会

り
え
ら
ん
後
援
会

河
島
浩
彦
後
援
会

久
親
会

西
畑
ち
さ
よ
後
援
会

森
か
よ
こ
後
援
会

高
井
ま
さ
は
る
後
援

会森
よ
し
は
る
後
援
会

福
井
亀
山
会

朝
陽
社

平
野
　
秀
雄

西
　
和
成

福
田
　
敏
弘

谷
口
　
新
吾

高
橋
　
匠

高
橋
　
匠

島
田
　
浩
平

黒
川
　
寿
一

近
藤
　
敏
勝

渡
辺
　
竜
彦

佐
々
木
　
教
幸

青
柳
　
良
彦

杉
田
　
剛
彦

酒
井
　
圭
治

赤
星
　
豊

浦
谷
　
隆
勢

松
木
　
憲
司

山
本
　
正
雄

稲
木
　
昭
太

西
尾
　
正
広

李
　
江
嵐

河
島
　
信
義

大
嶋
　
一
英

小
宮
　
純
子

森
　
か
よ
子

高
井
　
正
春

森
　
嘉
治

安
土
　
忠
義

森
川
　
照
男

平
野
　
秀
雄

加
藤
　
文
代

西
　
和
成

福
田
　
敏
弘

中
尾
　
亨

福
井
市
清
水
山
町
６
５
－

６
８
－
１

谷
口
　
新
吾

藤
田
　
諭

高
橋
　
匠

高
橋
　
匠

山
田
　
佐
智
生

福
井
市
開
発
１
－
１
５
０
６

－
１

越
前
市
片
屋
町
５
２
－
１
１

三
谷
　
勇
二

坂
井
市
春
江
町
江
留
上

本
町
３
－
１
２

渡
辺
　
竜
彦

福
井
市
脇
三
ケ
町
２
９
－

１
１
－
１

佐
々
木
　
教
幸

佐
々
木
　
教
幸

丹
生
郡
越
前
町
西
田
中
８

－
４
４
－
１

青
柳
　
良
彦

福
井
市
三
ツ
屋
１
－
６
１
７

杉
田
　
剛
彦

酒
井
　
圭
治

赤
星
　
豊

小
浜
市
宇
久
６
－
９

牧
岡
　
智
恵
子

山
本
　
正
雄

稲
木
　
昭
太

西
尾
　
正
広

吉
田
　
順
一

河
島
　
信
義

和
田
　
宏
一

小
宮
　
純
子

森
　
か
よ
子

森
　
か
よ
子

福
井
市
二
の
宮
２
－
６
－１
１

坂
井
市
丸
岡
町
舟
寄

１
０
－
３
－
２
６

牛
嶋
　
正
一

森
川
　
照
男

梅
木
　
隆
治

加
藤
　
智

吉
田
　
啓
司

中
川
　
國
基

前
田
　
公
孝

福
井
市
片
山
町
４
７
－１
９

松
原
　
為
治

松
原
　
為
治

山
口
　
一
郎

山
口
　
一
郎

小
林
　
一

福
井
市
成
和
１
－

１
１
２
０

越
前
市
片
屋
町
１７
－
２
６

直
江
　
直
視

坂
井
市
春
江
町
藤
鷲
塚

１
７
－
２

富
田
　
康
彦

福
井
市
中
毘
沙
門
町
８

－
２

渡
邉
　
重
紀

吉
村
　
匡
弘

丹
生
郡
越
前
町
西
田
中

１
１
－
１
７

安
井
　
賢
二

福
井
市
里
別
所
新
町

５
０
５

木
下
　
雅
俊

田
中
　
健
一

小
山
　
喜
一

小
浜
市
大
手
町
７
－
２

倉
谷
　
克
巳

山
中
　
良
晃

板
倉
　
雄
一

松
田
　
七
男

加
藤
　
晃
子

堀
口
　
克
博

中
西
　
佐
保

高
嶋
　
澄
江

朝
井
　
直
正

森
　
祥
祐
介

福
井
市
松
本
４
－１
５
－
５

坂
井
市
丸
岡
町
舟
寄

７
７
－
４

神
田
　
芳
明

杉
本
　
浩
之

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

代
表
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

異
　
動

年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

異
 動
 事
 項

代
表
者
の
氏
名

異
　
動
　
内
　
容

新
旧
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令
和
5年

4月
1日

令
和
5年

5月
12日

令
和
5年

5月
13日

令
和
5年

7月
28日

令
和
5年

8月
31日

令
和
5年

8月
31日

令
和
5年

9月
8日

令
和
5年

10月
26日

令
和
5年

12月
20日

令
和
5年

12月
26日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
5日

令
和
6年

1月
11日

令
和
6年

1月
15日

令
和
6年

1月
16日

令
和
6年

1月
22日

令
和
6年

1月
24日

令
和
6年

1月
27日

令
和
6年

1月
27日

令
和
6年

2月
1日

令
和
6年

2月
1日

令
和
6年

2月
3日

令
和
6年

2月
5日

令
和
6年

2月
15日

令
和
6年

2月
16日

令
和
6年

2月
18日

令
和
6年

2月
19日

加
藤
伊
平
後
援
会

全
日
本
不
動
産
政
治

連
盟
福
井
県
本
部

日
本
司
法
書
士
政
治

連
盟
福
井
県
会

た
き
な
み
宏
文
清
水

地
区
後
援
会

カ
ワ
セ
一
治
後
援
会

ツ
ル
ガ
を
愛
す
る
会

電
機
連
合
福
井
政
治

活
動
委
員
会

福
井
を
元
気
に
す
る

会奈
良
俊
幸
吉
野
地
区

後
援
会

山
崎
正
昭
春
江
町
後

援
会

た
き
な
み
宏
文
一
乗
・

東
郷
地
区
後
援
会

た
き
な
み
宏
文
越
前

町
後
援
会

福
井
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
政
治
連
盟

永
平
寺
町「
え
に
し

会
」

し
ろ
の
庄
一
後
援
会

浦
谷
り
か
こ
後
援
会

ま
き
お
か
輝
雄
後
援

会福
井
県
民
主
教
育
政

治
連
盟

「
と
も
み
組
」青
年
隊

翔
山
会

り
え
ら
ん
後
援
会

河
島
浩
彦
後
援
会

久
親
会

西
畑
ち
さ
よ
後
援
会

森
か
よ
こ
後
援
会

高
井
ま
さ
は
る
後
援

会森
よ
し
は
る
後
援
会

福
井
亀
山
会

朝
陽
社

平
野
　
秀
雄

西
　
和
成

福
田
　
敏
弘

谷
口
　
新
吾

高
橋
　
匠

高
橋
　
匠

島
田
　
浩
平

黒
川
　
寿
一

近
藤
　
敏
勝

渡
辺
　
竜
彦

佐
々
木
　
教
幸

青
柳
　
良
彦

杉
田
　
剛
彦

酒
井
　
圭
治

赤
星
　
豊

浦
谷
　
隆
勢

松
木
　
憲
司

山
本
　
正
雄

稲
木
　
昭
太

西
尾
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久
６
－
９

牧
岡
　
智
恵
子

山
本
　
正
雄

稲
木
　
昭
太

西
尾
　
正
広

吉
田
　
順
一

河
島
　
信
義

和
田
　
宏
一

小
宮
　
純
子

森
　
か
よ
子

森
　
か
よ
子

福
井
市
二
の
宮
２
－
６
－１
１

坂
井
市
丸
岡
町
舟
寄

１
０
－
３
－
２
６

牛
嶋
　
正
一

森
川
　
照
男

梅
木
　
隆
治

加
藤
　
智

吉
田
　
啓
司

中
川
　
國
基

前
田
　
公
孝

福
井
市
片
山
町
４
７
－１
９

松
原
　
為
治

松
原
　
為
治

山
口
　
一
郎

山
口
　
一
郎

小
林
　
一

福
井
市
成
和
１
－

１
１
２
０

越
前
市
片
屋
町
１７
－
２
６

直
江
　
直
視

坂
井
市
春
江
町
藤
鷲
塚

１
７
－
２

富
田
　
康
彦

福
井
市
中
毘
沙
門
町
８

－
２

渡
邉
　
重
紀

吉
村
　
匡
弘

丹
生
郡
越
前
町
西
田
中

１
１
－
１
７

安
井
　
賢
二

福
井
市
里
別
所
新
町

５
０
５

木
下
　
雅
俊

田
中
　
健
一

小
山
　
喜
一

小
浜
市
大
手
町
７
－
２

倉
谷
　
克
巳

山
中
　
良
晃

板
倉
　
雄
一

松
田
　
七
男

加
藤
　
晃
子

堀
口
　
克
博

中
西
　
佐
保

高
嶋
　
澄
江

朝
井
　
直
正

森
　
祥
祐
介

福
井
市
松
本
４
－１
５
－
５

坂
井
市
丸
岡
町
舟
寄

７
７
－
４

神
田
　
芳
明

杉
本
　
浩
之

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

代
表
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

解
散
年
月
日

令
和
5年
3月
31日

令
和
5年
3月
31日

令
和
5年
12月
20日

令
和
5年
12月
28日

令
和
5年
12月
28日

令
和
5年
12月
29日

令
和
5年
12月
31日

令
和
5年
12月
31日

令
和
5年
12月
31日

令
和
5年
12月
31日

令
和
5年
12月
31日

令
和
5年
12月
31日

令
和
5年
12月
31日

令
和
6年
2月
21日

北
村
し
ん
じ
後
援
会

林
正
男
後
援
会

泉
か
ず
や
後
援
会

稲
田
朋
美
永
平
寺
地
区
後
援
会

稲
田
朋
美
上
志
比
地
区
後
援
会

池
尾
正
彦
後
援
会

石
川
栄
一
後
援
会

志
友
会

自
由
民
主
党
清
水
支
部

立
石
武
志
後
援
会

チ
ャ
レ
ン
ジ
の
と
恵
子
応
援
団

ふ
ち
か
み
隆
信
後
援
会

隆
和
会

松
下
敬
一
後
援
会

山
口
　
一
夫

寺
川
　
祐
二

泉
　
和
弥

沢
山
　
重
成

斎
藤
　
則
男

上
田
　
俊
彦

堤
　
利
市

立
石
　
武
志

藤
田
　
諭

木
原
　
征
次

赤
﨑
　
嘉
一

籠
　
正
義

渕
上
　
隆
信

松
下
　
敬
一

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名
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福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
６
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
９
条
第
３
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
７
号

　
令
和
５
年
４
月
９
日
執
行
の
福
井
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報

告
書
の
要
旨
（
令
和
５
年
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
１
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す

る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
高
井
正
春
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨
（
第
１
回
報
告
分
）
の
「
３
　
報
告
書
の
要
旨
」

の
う
ち

令
和
5年

4月
1日

令
和
5年

5月
12日

令
和
5年

5月
13日

令
和
5年

7月
28日

令
和
5年

8月
31日

令
和
5年

8月
31日

令
和
5年

9月
8日

令
和
5年

10月
26日

令
和
5年

12月
20日

令
和
5年

12月
26日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
1日

令
和
6年

1月
5日

令
和
6年

1月
11日

令
和
6年

1月
15日

令
和
6年

1月
16日

令
和
6年

1月
22日

令
和
6年

1月
24日

令
和
6年

1月
27日

令
和
6年

1月
27日

令
和
6年

2月
1日

令
和
6年

2月
1日

令
和
6年

2月
3日

令
和
6年

2月
5日

令
和
6年

2月
15日

令
和
6年

2月
16日

令
和
6年

2月
18日

令
和
6年

2月
19日

加
藤
伊
平
後
援
会

全
日
本
不
動
産
政
治

連
盟
福
井
県
本
部

日
本
司
法
書
士
政
治

連
盟
福
井
県
会

た
き
な
み
宏
文
清
水

地
区
後
援
会

カ
ワ
セ
一
治
後
援
会

ツ
ル
ガ
を
愛
す
る
会

電
機
連
合
福
井
政
治

活
動
委
員
会

福
井
を
元
気
に
す
る

会奈
良
俊
幸
吉
野
地
区

後
援
会

山
崎
正
昭
春
江
町
後

援
会

た
き
な
み
宏
文
一
乗
・

東
郷
地
区
後
援
会

た
き
な
み
宏
文
越
前

町
後
援
会

福
井
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
政
治
連
盟

永
平
寺
町「
え
に
し

会
」

し
ろ
の
庄
一
後
援
会

浦
谷
り
か
こ
後
援
会

ま
き
お
か
輝
雄
後
援

会福
井
県
民
主
教
育
政

治
連
盟

「
と
も
み
組
」青
年
隊

翔
山
会

り
え
ら
ん
後
援
会

河
島
浩
彦
後
援
会

久
親
会

西
畑
ち
さ
よ
後
援
会

森
か
よ
こ
後
援
会

高
井
ま
さ
は
る
後
援

会森
よ
し
は
る
後
援
会

福
井
亀
山
会

朝
陽
社

平
野
　
秀
雄

西
　
和
成

福
田
　
敏
弘

谷
口
　
新
吾

高
橋
　
匠

高
橋
　
匠

島
田
　
浩
平

黒
川
　
寿
一

近
藤
　
敏
勝

渡
辺
　
竜
彦

佐
々
木
　
教
幸

青
柳
　
良
彦

杉
田
　
剛
彦

酒
井
　
圭
治

赤
星
　
豊

浦
谷
　
隆
勢

松
木
　
憲
司

山
本
　
正
雄

稲
木
　
昭
太

西
尾
　
正
広

李
　
江
嵐

河
島
　
信
義

大
嶋
　
一
英

小
宮
　
純
子

森
　
か
よ
子

高
井
　
正
春

森
　
嘉
治

安
土
　
忠
義

森
川
　
照
男

平
野
　
秀
雄

加
藤
　
文
代

西
　
和
成

福
田
　
敏
弘

中
尾
　
亨

福
井
市
清
水
山
町
６
５
－

６
８
－
１

谷
口
　
新
吾

藤
田
　
諭

高
橋
　
匠

高
橋
　
匠

山
田
　
佐
智
生

福
井
市
開
発
１
－
１
５
０
６

－
１

越
前
市
片
屋
町
５
２
－
１
１

三
谷
　
勇
二

坂
井
市
春
江
町
江
留
上

本
町
３
－
１
２

渡
辺
　
竜
彦

福
井
市
脇
三
ケ
町
２
９
－

１
１
－
１

佐
々
木
　
教
幸

佐
々
木
　
教
幸

丹
生
郡
越
前
町
西
田
中
８

－
４
４
－
１

青
柳
　
良
彦

福
井
市
三
ツ
屋
１
－
６
１
７

杉
田
　
剛
彦

酒
井
　
圭
治

赤
星
　
豊

小
浜
市
宇
久
６
－
９

牧
岡
　
智
恵
子

山
本
　
正
雄

稲
木
　
昭
太

西
尾
　
正
広

吉
田
　
順
一

河
島
　
信
義

和
田
　
宏
一

小
宮
　
純
子

森
　
か
よ
子

森
　
か
よ
子

福
井
市
二
の
宮
２
－
６
－１
１

坂
井
市
丸
岡
町
舟
寄

１
０
－
３
－
２
６

牛
嶋
　
正
一

森
川
　
照
男

梅
木
　
隆
治

加
藤
　
智

吉
田
　
啓
司

中
川
　
國
基

前
田
　
公
孝

福
井
市
片
山
町
４
７
－１
９

松
原
　
為
治

松
原
　
為
治

山
口
　
一
郎

山
口
　
一
郎

小
林
　
一

福
井
市
成
和
１
－

１
１
２
０

越
前
市
片
屋
町
１７
－
２
６

直
江
　
直
視

坂
井
市
春
江
町
藤
鷲
塚

１
７
－
２

富
田
　
康
彦

福
井
市
中
毘
沙
門
町
８

－
２

渡
邉
　
重
紀

吉
村
　
匡
弘

丹
生
郡
越
前
町
西
田
中

１
１
－
１
７

安
井
　
賢
二

福
井
市
里
別
所
新
町

５
０
５

木
下
　
雅
俊

田
中
　
健
一

小
山
　
喜
一

小
浜
市
大
手
町
７
－
２

倉
谷
　
克
巳

山
中
　
良
晃

板
倉
　
雄
一

松
田
　
七
男

加
藤
　
晃
子

堀
口
　
克
博

中
西
　
佐
保

高
嶋
　
澄
江

朝
井
　
直
正

森
　
祥
祐
介

福
井
市
松
本
４
－１
５
－
５

坂
井
市
丸
岡
町
舟
寄

７
７
－
４

神
田
　
芳
明

杉
本
　
浩
之

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

代
表
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

令
和
6年

1月
9日

堀
居
哲
郎
を
応
援
す
る
会

堀
居
　
哲
郎

福
井
県
議
会
議
員

公
職
の
種
類

敦
賀
市
議
会
議
員

異
 動
 事
 項

異
　
動
　
内
　
容

新
旧

異
　
動

年
月
日

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体

の
　
名
　
称

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

泉
　
和
弥

立
石
　
武
志

渕
上
　
隆
信

松
下
　
敬
一

泉
か
ず
や
後
援
会

志
友
会

隆
和
会

松
下
敬
一
後
援
会

令
和
5年
12月
20日

令
和
5年
12月
31日

令
和
5年
12月
31日

令
和
6年
2月
21日

政
治
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体

で
な
く
な
っ
た
年
月
日
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（
氏
名
・
団
体
名
）
　
　
（
職
　
業
）
　
（
寄
附
額
）

日
本
維
新
の
会
　
　
　
　
政
        党

　
　
 600,000円

巧
友
会
　
　
　
　
　
　
　
政
 治
 団
 体
　
　
100,000

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

（
氏
名
・
団
体
名
）
　
　
（
職
　
業
）
　
（
寄
附
額
）

福
井
維
新
の
会
　
　
　
　
政
        党

　
　
 600,000円

高
井
ま
さ
は
る
後
援
　
　
政
 治
 団
 体
　
　
100,000

会
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公
安
委
員
会
規
則
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